
統計資料1 ．司法行政文書開示申出に関する事務の実施状況について
(期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）
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統計資料2保有個人情報開示申出に関する事務の実施状況について
(期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）
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統計資料3苦情申出に関する事務の実施状況について
(期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）
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